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規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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元
年
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月
一
日
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宮
城
県
知
事　
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〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
二
号

　
　
　

�

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
十
号
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。
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則

　

こ
の
規
則
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の

簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲
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城
県
訓
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甲
第
二
十
一
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事
務
決
裁
規
程
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一
部
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改
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訓
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。
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日
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県
知
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村　
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�

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
環
境
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
八
号
イ
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
」
を
「
第
六
条
」
に

改
め
、
同
表
建
築
宅
地
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
シ
中
「
防
火
壁
」
の
下
に
「
又
は
防
火
床
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
環
境
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
の
改

正
規
定
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
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化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
禁
止
す
る
。
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和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
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井　
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浩　
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等
を
禁
止
す
る
狩
猟
鳥
獣

　
　

イ
ノ
シ
シ
を
除
く
狩
猟
鳥
獣

二　

捕
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等
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域
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蕃
山
権
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狩
猟
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
を
除
く
。）
捕
獲
禁
止
区
域

　
　

�　

仙
台
市
太
白
区
内
国
道
二
八
六
号
と
東
北
自
動
車
道
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
西
進
し

市
道
茂
庭
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
県
道
仙
台
村
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
県
道
を
北
進
し
市
道
茂
庭
団
地
中
央
幹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
及
び
西
に
進
み

市
道
茂
庭
台
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
茂
庭
台
三
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
及
び
北
並
び
に
西
に
進
み
市
道
茂
庭
台
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
西
進
し
市
道
茂
庭
台
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
及
び
西
に
進
み
市
道
梨
野
本
郷

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
及
び
東
に
進
み
市
道
茂
庭
梨
野
中
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
萱
ヶ
崎
山
へ
至
る
山
道
と
の
分
岐
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
北
及
び
北
西
に
進

み
萱
ヶ
崎
山
の
頂
に
至
り
、
同
所
か
ら
西
風
蕃
山
へ
至
る
山
道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
西
風
蕃
山
の
頂
に
あ
る
無

線
中
継
所
に
至
り
、
同
所
か
ら
仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五
丁
目
に
至
る
山
道
を
北
東
及
び
北
に
進
み
市
道
栗
生
五
丁

目
一
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
及
び
北
西
に
進
み
国
道
四
八
号
仙
台
西
道
路
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
進
し
県
道
落
合
停
車
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
国

道
四
五
七
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
及
び
北
に
進
み
私
道
西
仙
台
ゴ
ル
フ
場
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
私
道
を
北
東
進
し
西
仙
台
ゴ
ル
フ
場
と
民
有
林
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
東

進
し
西
仙
台
ゴ
ル
フ
場
と
国
有
林
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
国
道
四
五
七
号
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
東
進
し
仙
台
市
泉
区
と
仙
台
市
青
葉
区
と
の
境
界
線
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
及
び
東
に
進
み
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動
車
道
を
南
進
し

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

２　

奥
武
士
狩
猟
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
を
除
く
。）
捕
獲
禁
止
区
域

　
　

�　

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
地
内
の
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
と
国
道
四
五
七
号
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同

所
か
ら
同
国
道
を
南
西
進
し
市
道
明
神
板
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
明
神
夜

盗
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
市
道
奥
武
士
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
北
西
進
し
林
道
夜
盗
沢
奥
武
士
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
西
進
し
林
道
夜
盗
沢
奥
武
士

線
の
北
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
へ
向
け
て
北
進
し
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境

界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

大
倉
ダ
ム
狩
猟
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
を
除
く
。）
捕
獲
禁
止
区
域

　
　

�　

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
地
内
大
倉
ダ
ム
堰
堤
の
右
端
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
南
西
に
位
置
す
る
高
畑
山
（
標
高

四
百
九
十
・
四
メ
ー
ト
ル
）
の
三
角
点
を
直
線
で
結
び
、
同
所
か
ら
北
西
に
位
置
す
る
ゴ
ロ
山
（
標
高
四
百
七
十

六
・
八
メ
ー
ト
ル
）
の
三
角
点
を
直
線
で
結
び
、
同
所
か
ら
北
西
に
位
置
す
る
林
道
太
刀
切
定
義
線
定
義
側
起
点

を
直
線
で
結
び
、
同
所
か
ら
北
に
位
置
す
る
国
有
林
道
横
川
林
道
と
日
向
共
有
林
維
持
管
理
組
合
用
地
西
端
と
の

交
点
を
直
線
で
結
び
、
同
所
か
ら
同
組
合
地
境
界
線
を
北
進
し
、
大
倉
草
地
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境

界
線
を
北
東
及
び
南
東
に
進
み
、
市
道
白
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
林
道
芋
沢
線
に
通
じ
る
山
道
を
南

東
に
進
み
、林
道
芋
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、同
所
か
ら
南
西
に
位
置
す
る
高
棚
山（
標
高
四
百
七
十
四
・
八
メ
ー

ト
ル
）
の
三
角
点
を
直
線
で
結
び
、
更
に
起
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

捕
獲
等
を
禁
止
す
る
期
間

　
　

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
五
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
の
名
称

　
　

蕃
山
鳥
獣
保
護
区
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
八
号
）

二　

解
除
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

　

�　

仙
台
市
青
葉
区
折
立
地
内
県
道
仙
台
村
田
線
と
県
道
定
義
仙
台
線
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

南
進
及
び
南
西
に
進
み
市
道
茂
庭
団
地
中
央
幹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
及
び
西
に
進
み
市

道
茂
庭
台
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
茂
庭
台
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
北
西
及
び
北
並
び
に
西
に
進
み
市
道
茂
庭
台
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
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進
し
市
道
茂
庭
台
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
及
び
西
に
進
み
市
道
梨
野
本
郷
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
及
び
東
に
進
み
市
道
茂
庭
梨
野
中
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
北
進
し
萱
ヶ
崎
山
へ
至
る
山
道
と
の
分
岐
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
北
及
び
北
西
に
進
み
萱
ヶ
崎
山
の
頂

に
至
り
、
同
所
か
ら
西
風
蕃
山
へ
至
る
山
道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
西
風
蕃
山
の
頂
に
あ
る
無
線
中
継
所
に
至
り
、

同
所
か
ら
仙
台
市
青
葉
区
栗
生
五
丁
目
に
至
る
山
道
を
北
東
及
び
北
に
進
み
市
道
栗
生
五
丁
目
一
二
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
及
び
北
西
に
進
み
国
道
四
八
号
仙
台
西
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国

道
を
東
進
し
県
道
落
合
停
車
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
国
道
四
五
七
号
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
及
び
北
に
進
み
県
道
定
義
仙
台
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

指
定
を
解
除
す
る
日

　
　

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
の
名
称

　
　

奥
武
士
鳥
獣
保
護
区
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号
）

二　

解
除
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

　

�　

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
地
内
の
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
と
国
道
四
五
七
号
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
所

か
ら
同
国
道
を
南
西
進
し
仙
台
市
道
明
神
板
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
明
神
夜

盗
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
市
道
奥
武
士
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
北
西
進
し
林
道
夜
盗
沢
奥
武
士
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
西
進
し
林
道
夜
盗
沢
奥
武
士
線
の

北
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
へ
向
け
て
北
進
し
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

指
定
を
解
除
す
る
日

　
　

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
の
名
称

　
　

大
倉
ダ
ム
鳥
獣
保
護
区
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
三
十
五
号
）

二　

解
除
に
係
る
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

　

�　

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
地
内
大
倉
ダ
ム
堰
堤
の
右
端
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
南
西
に
位
置
す
る
高
畑
山
（
標
高
四

百
九
十
・
四
メ
ー
ト
ル
）
の
三
角
点
を
直
線
で
結
び
、
同
所
か
ら
北
西
に
位
置
す
る
ゴ
ロ
山
（
標
高
四
百
七
十
六
・

八
メ
ー
ト
ル
）
の
三
角
点
を
直
線
で
結
び
、
同
所
か
ら
北
西
に
位
置
す
る
林
道
太
刀
切
定
義
線
定
義
側
起
点
を
直
線

で
結
び
、
同
所
か
ら
北
に
位
置
す
る
国
有
林
道
横
川
林
道
と
日
向
共
有
林
維
持
管
理
組
合
用
地
西
端
と
の
交
点
を
直

線
で
結
び
、
同
所
か
ら
同
組
合
地
境
界
線
を
北
進
し
、
大
倉
草
地
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東

及
び
南
東
に
進
み
、
市
道
白
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
林
道
芋
沢
線
に
通
じ
る
山
道
を
南
東
に
進
み
、
林

道
芋
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
南
西
に
位
置
す
る
高
棚
山
（
標
高
四
百
七
十
四
・
八
メ
ー
ト
ル
）
の
三
角

点
を
直
線
で
結
び
、
更
に
起
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

三　

指
定
を
解
除
す
る
日

　
　

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号

　

昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
元

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

区
域　
　

　
�　

仙
台
市
内
千
代
大
橋
右
端
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
広
瀬
川
右
岸
堤
防
を
北
西
進
し
愛
宕
橋
右
端
に
至
り
、
同
所

か
ら
市
道
愛
宕
南
線
を
南
進
し
市
道
元
寺
小
路
郡
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
市
道
南

小
泉
茂
庭
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
鹿
野
人
来
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
南
西
進
し
国
道
二
八
六
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
西
進
し
東
北
自
動
車
道
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動
車
道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北

進
し
仙
台
市
泉
区
と
富
谷
市
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
仙
台
市
泉
区
鶴
が
丘

一
丁
目
二
十
三
の
十
二
に
至
る
山
道
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
南
進
し
仙
台
市
泉
区
鶴
が
丘
一
丁
目
二
十
三
の

十
二
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
鶴
が
丘
幹
線
一
号
線
を
南
進
し
市
道
天
神
沢
台
谷
地
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
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ら
同
市
道
を
南
西
進
し
県
道
泉
塩
釜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
七
北
田
川
左
岸
堤
防
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
南
東
及
び
南
に
進
み
国
道
四
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を

西
進
し
国
道
四
号
仙
台
バ
イ
パ
ス
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
バ
イ
パ
ス
線
を
南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」

と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
丸
本
建
設

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
気
仙
沼
市
東
八
幡
前
二
百
七
十
六
番
地

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

村
上　

靖

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
東
八
幡
前
百
七
十
一
番
地
、
百
七
十
六
番
地
一
、
百
七
十
八
番
地
一

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　

�　

木
く
ず
又
は
が
れ
き
類
の
破
砕
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令

第
三
百
号
）
第
七
条
第
八
号
の
二
）　
　

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
、
が
れ
き
類

五　

申
請
年
月
日

　
　

令
和
元
年
九
月
二
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
（
気
仙
沼
保
健
所
）

　

２�　

縦
覧
期
間　

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十

五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日

　

２　

提
出
場
所　

気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
（
気
仙
沼
保
健
所
）

　

３�　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
南
田
地
区
土
地
改

良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

村
田
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
芋
埣
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
元
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
元
年
十
一
月
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
渡
波
字
袖
ノ
浜
一
〇
の
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

新
田
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
真
庭
字
新
田
、
南
新
田
、
北

台
、
袋
坂
（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
仙
台
土
木
事

務
所

羽
山
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
真
庭
字
鹿
野
、
北
鹿
野
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
笹
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
真
庭
字
鹿
野
、
北
鹿
野
（
次

の
図
の
と
お
り
）

浅
生
原
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
浅
生
原
字
原
、
上
大
沢
、
下

大
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

鷲
足
南
沢
２

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
鷲
足
字
南
、
中
、
中
島
、
栩

田
、
北
、
中
道
（
次
の
図
の
と
お
り
）

鷲
足
南
沢－

１

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
鷲
足
字
南
、
中
、
中
島
、
栩

田
、
中
道
、
北
（
次
の
図
の
と
お
り
）

鷲
足
南
沢－
２

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
鷲
足
字
南
、
中
、
中
島
、
栩

田
、
中
道
、
北
（
次
の
図
の
と
お
り
）

鷲
足
中
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
鷲
足
字
北
、
中
、
南
（
次
の

図
の
と
お
り
）

鷲
足
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
鷲
足
字
北
、
小
平
字
馬
場

（
次
の
図
の
と
お
り
）
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握
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
山
元
町
大
平
字
握
（
次
の
図
の
と
お

り
）

南
柳
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
山
元
町
小
平
字
南
柳
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

馬
場

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
山
元
町
小
平
字
馬
場
（
次
の
図
の
と

お
り
）

戸
花
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
諏
訪
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

戸
花
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
諏
訪
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

戸
花
山
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
戸
花
山
、
大
作
（
次

の
図
の
と
お
り
）

新
道
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

黒
川
郡
大
衡
村
松
の
平
３
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

内
谷
沢

土
石
流

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
内
谷
（
次
の
図
の
と

お
り
）

黒
森
沢

土
石
流

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
作
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

泉
沢

土
石
流

亘
理
郡
亘
理
町
長
瀞
字
泉
、
平
場
（
次
の
図

の
と
お
り
）

中
条
沢

土
石
流

亘
理
郡
亘
理
町
長
瀞
字
堂
前
、
中
條
、
鹿
野

（
次
の
図
の
と
お
り
）

卑
下
入
沢

土
石
流

亘
理
郡
亘
理
町
字
卑
下
入
、
龍
円
寺
前
（
次

の
図
の
と
お
り
）

卑
下
入
沢
２

土
石
流

亘
理
郡
亘
理
町
字
卑
下
入
（
次
の
図
の
と
お

り
）

長
瀞

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
長
瀞
字
長
峯
（
次
の
図
の
と

お
り
）

中
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
中
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

坂
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
長
瀞
字
坂
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

舘
南

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
字
舘
南（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
原
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
中
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

倉
庭
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
字
倉
庭
（
次
の
図

の
と
お
り
）

北
猿
田
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
字
愛
宕
前
（
次
の
図
の
と
お

り
）

北
猿
田
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
字
北
猿
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

北
猿
田
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

亘
理
郡
亘
理
町
字
北
猿
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
一
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

戸
花
山
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
戸
花
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

北
ノ
入
沢

土
石
流

亘
理
郡
山
元
町
小
平
字
北
ノ
入
、
馬
場
（
次

の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
号

　

江
合
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
九
月
二
十
四
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

小　
　

野　
　

和　
　

宏　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
穴
山
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
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令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　

剛　
　

彦　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
九
月
六
日

及　

川　

祐　

宏

登
米
市
迫
町
新
田
字
東
坂
戸
二
十
四
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
六
日

安　

部　

昭　

男

栗
原
市
若
柳
字
下
畑
岡
峯
百
四
十
四
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
六
日

及　

川　

福　

惠

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
百
六
十
一
番
地

一

理　

事

令
和
元
年
九
月
六
日

千　

葉　

春　

男

栗
原
市
若
柳
字
川
南
東
谷
地
七
十
二
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
六
日

菅　

𠩤　

輝　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
松
原
八
十
七
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
六
日

星　
　
　

雄　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
百
七
十
四
番

地

理　

事

令
和
元
年
九
月
六
日

二
階
堂　
　
　

亮

栗
原
市
若
柳
字
上
畑
岡
𥒎
百
五
番
地
一

監　

事

令
和
元
年
九
月
六
日

堺　
　
　
　
　

博

登
米
市
迫
町
新
田
字
東
坂
戸
七
十
一
番
地

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
九
月
五
日

及　

川　

祐　

宏

登
米
市
迫
町
新
田
字
東
坂
戸
二
十
四
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
五
日

安　

部　

昭　

男

栗
原
市
若
柳
字
下
畑
岡
峯
百
四
十
四
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
五
日

及　

川　

福　

惠

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
百
六
十
一
番
地

一

理　

事

令
和
元
年
九
月
五
日

菅　

𠩤　

輝　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
松
原
八
十
七
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
五
日

千　

葉　

武　

一

栗
原
市
若
柳
字
川
南
南
谷
地
三
十
一
番
地

理　

事

令
和
元
年
九
月
五
日

髙　

橋　
　
　

孝

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
八
十
九
番
地

二

理　

事

令
和
元
年
九
月
五
日

二
階
堂　
　
　

亮

栗
原
市
若
柳
字
上
畑
岡
𥒎
百
五
番
地
一

監　

事

令
和
元
年
九
月
五
日

瀬　

戸　

数　

衞

登
米
市
迫
町
新
田
字
松
原
百
九
十
番
地
一

監　

事

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
九
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
令
和
元
年
九
月
十
一
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

証
票
番
号

○候　

第
三
号
の
〇
二
六

証
票
番
号

○団　

第
三
号
の
〇
二
二

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
令
和
元
年
九
月
十
三
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

証
票
番
号

○候　

第
三
号
の
〇
二
四

証
票
番
号

○団　

第
三
号
の
〇
一
九



第41号　令和元年10月１日　火曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
20号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
令
和
元
年
10月
１
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　
⑵
　
名
称

　
　
　
３
・
５
・
190号

植
松
田
高
線

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
所
在
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

777番
１

公
衆
用
道
路
公
衆
用
道
路

165
165.50

49.10

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
持
分
10分
の
１
　
渡
邉
　
和
夫
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
氏
名
　
渡
辺
　
和
夫

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
４
番
14号

　
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
住
所
　
宮
城
県
名
取
市
手
倉
田
字
小
山
784番

地
の
２

　
　
持
分
10分
の
１
　
加
藤
　
友
助

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
４
番
20号

　
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
住
所
　
宮
城
県
名
取
市
手
倉
田
字
小
山
777番

地
の
２

　
　
持
分
10分
の
１
　
齋
藤
　
公
隆

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
５
番
26号

　
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
住
所
　
宮
城
県
名
取
市
増
田
字
柳
田
420番

地
の
１

　
　
持
分
10分
の
１
　
髙
島
　
一
郎
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
氏
名
　
高
島
　
一
郎

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
４
番
15号

　
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
住
所
　
宮
城
県
名
取
市
手
倉
田
字
小
山
783番

地
の
２

　
　
持
分
10分
の
１
　
濱
田
　
晋
作
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
氏
名
　
浜
田
　
晋
作

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
５
番
29号

　
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
住
所
　
宮
城
県
仙
台
市
河
原
町
二
丁
目
５
番
12号

　
　
持
分
10分
の
１
　
大
友
　
良
雄

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
４
番
12号

　
　
た
だ
し
登
記
記
録
上
の
住
所
　
宮
城
県
名
取
市
手
倉
田
字
小
山
788番

地
の
２

　
　
持
分
10分
の
１
　
小
松
　
繁

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
４
番
17号

　
　
持
分
10分
の
１
　
登
記
名
義
人
安
部
い
と
む
の
法
定
相
続
人
　
安
部
　
悦
子
　

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
５
番
31号

　
　
持
分
30分
の
１
　
有
限
会
社
　
大
洋
不
動
産

　
　
上
記
代
表
者
　
代
表
取
締
役
　
大
内
　
幹
男
　
代
表
取
締
役
　
大
内
　
ま
さ
子

　
　
宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
連
坊
小
路
89番
地

　
　
持
分
30分
の
１
　
渡
辺
　
質
郎

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
５
番
29号

　
　
持
分
30分
の
１
　
相
澤
　
和
男

　
　
宮
城
県
名
取
市
小
山
一
丁
目
５
番
29号

　
　
持
分
10分
の
１
　

　
　
土
地
所
有
者
不
明
　
た
だ
し
登
記
名
義
人
佐
藤
善
亀
の
法
定
相
続
人
（
別
表
の
と
お
り
）
　

　
　
な
お
，
戸
籍
上
の
氏
名
　
佐
　
善
亀

　
　
（
注
）
�別
表
は
，
宮
城
県
収
用
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
，
宮
城
県
の
執
務

時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
４
月
１
日
宮
城
県
規
則
第
45号
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時
間
と
す
る
。

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
賃
借
権
兼
使
用
権
　
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
　
　
代
表
取
締
役
　
井
上
　
福
造

　
　
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
19番
２
号

　
　
使
用
権
　
東
北
電
力
株
式
会
社
　
　
代
表
取
締
役
　
原
田
　
宏
哉

　
　
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目
７
番
１
号



（9）　令和元年10月１日　火曜日 第41号宮　　城　　県　　公　　報

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
〇
号
（
令
和
元
年
六
月
七
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

三三

段上上

行八一
〇

正

「
掲
載
文
二
通
又
は
」
を
「
掲
載
文
二

通
若
し
く
は
」

第
百
四
十
四
条
第
二
項

　
　
　
　
　
　
　

誤

「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」

第
百
四
十
四
条
第
一
項

　
　
使
用
権
　
名
取
市
　
　
代
表
者
　
名
取
市
長
　
山
田
　
司
郎

　
　
宮
城
県
名
取
市
増
田
字
柳
田
80番
地

　
　
使
用
権
　
名
取
市
水
道
事
業
所
　
　
代
表
者
　
名
取
市
長
　
山
田
　
司
郎

　
　
宮
城
県
名
取
市
増
田
字
柳
田
80番
地

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
令
和
元
年
９
月
20日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
21号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
令
和
元
年
10月
１
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類

　
�　
県
道
女
川
牡
鹿
線
改
築
工
事
（
飯
子
浜
工
区
・
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
大
石
原
浜
字
向
地
内
か
ら
同
町
飯
子
浜
字

夏
浜
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
町
道
付
替
工
事

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
野
々
浜
字
大
道

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

52番
雑
種
地

雑
種
地

11
11.05

11.05

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
持
分
160分

の
１
　
小
川
　
昭

　
　
東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
４
番
６
－
622号

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類
　

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日
　

　
　
令
和
元
年
９
月
20日


